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離れた工場勤務の人が多いためで

はないか」と分析されています。 

そして、「メディカル」では、

「業界の先行きが不安」、「金融」

では「顧客のためになる仕事がし

たい」、「メディア」では「残業が

多い・休日が少ない」と回答した

割合が他業種に比べて多くなって

います。 

 

 

４月からの社会保険関係

の制度改正 

 
◆「協会けんぽの保険料率」の

改定 
協会けんぽにおける保険料率

が、平成 23 年４月給与天引き分

から、全国平均で 9.50％（従来は

9.34％）に引き上げられています。 

保険料率の最も高いのは、北海

道、佐賀県の「9.60％」、最も低い

のは「長野県」の 9.39％となって

います。 

◆「出産育児一時金制度」の見

直し 
出産育児一時金の支給額は、引

き続き「原則 42 万円」となって

いますが、直接支払制度を継続し

たうえで、小規模施設などでは「受

取代理」（妊婦などが、加入する健

康保険組合などに出産育児一時金

の請求を行う際、出産する医療機

関等にその受け取りを委任するこ

とにより、医療機関等へ直接出産

育児一時金が支給される）が制度

化され、窓口での負担軽減が図ら

れています。 

◆在職老齢年金の支給停止基

準額の改定 
在職老齢年金の支給停止の基準

額について、「47 万円」が「46 万

円」に改定されました。 

なお、支給停止の基準額は、賃

金の変動などに応じて自動的に改

定される仕組みとなっており、平

成 23 年度については、平成 22 年

の名目賃金の下落（マイナス

2.0％）により、「47 万円」が「46

万円」に引き下げられました。 

 

 

災害発生時に活用できる

公的支援制度 
 

◆生活を支え、暮らしを立て直

すために 
今回のような大震災・大災害が

発生した場合、被災者の生活を支

え、少しでも早く暮らしを立て直

すために、様々な公的支援制度を

活用することが考えられます。 

公的支援を受けるためには申請

が必要となるため、知らないと活

用できないままになってしまいま

す。被災地以外の方も、いざとい

うときのために頭に入れておきた

いものです。 

◆「生活資金」と「住宅再建」 
被災してまず困ることとして、生

活資金の工面が挙げられますが、

生活資金を国が無利子で貸してく

れる「生活福祉資金（緊急小口資

金）」を利用することができます。 

本来は低所得者向けの制度です

が、今回の大震災に伴う特例で、

被災者は、所得に関係なく原則と

して 10 万円以内（世帯内に死亡

者や要介護者がいる場合等は 20

万円）まで融資が受けられるよう

になりました。 

また、災害が起こった際に重要

な問題となるのは住宅再建です。

阪神・淡路大震災を契機に作られ

た「被災者生活再建支援制度」で

は、住宅の被害状況や再建方法に

応じて、最大で 300 万円まで支給

されます。 

◆社会保険制度の活用も 
その他、社会保険制度の活用も

重要です。健康保険では、怪我な

どで働けない場合に最長１年６カ

月間、傷病手当金として収入の３

分の２が支給されます。地震に伴

う怪我なども対象となり、また、

要件を満たせば遺族年金や障害年

金などの支給対象にもなります。 

業務中・通勤中の怪我などが対

象の労災保険は、原則として自己

負担なしで治療が受け続けられる

など、補償が手厚い制度です。た

だし、業務との因果関係が必要な

ため、「地震が原因であれば対象

外」と思われがちですが、仕事中

に地震による建物倒壊などで被災

した場合も、仕事の環境がもとも

と危険だったとして労災が適用さ

れた事例が過去に多くあります。 

◆労災保険に関する Q&Ａ 
厚生労働省は、「仕事中に地震

や津波に遭い、ケガをされた（死

亡された）場合には、通常、業務

災害として労災保険給付を受ける

ことができます」などとする労災

保険に関する Q&A を発表し、ま

た、労災認定を行う都道府県の労

働局に対し「天変地異による災害

なら業務起因性がないといった予

断をもたないように」といった注

意を促しています。 

公的支援制度も、被災直後の当

事者は考える余地がないことが多

いので、周りの方が制度を理解し

たうえで、アドバイスしてあげる

ことも必要です。  

 

◆各企業が何を重視していくか 
上記４つの手当以外に、ここ３

年で廃止・縮小された手当は、上

位から「資格手当」「営業手当」

「住宅手当」「単身赴任手当」「特

殊勤務手当」「皆勤・精勤手当」

「地域手当」「国内赴任手当」「灯

油手当」「技能手当」「海外赴任手

当」「地方手当」などとなっていま

す。 

今後も、多くの企業において、

仕事・業務とは無関係な手当につ

いてはさらに廃止・削減の方向に

向かうかもしれませんが、各企業

が何を重視するか良く考え、社員

のモチベーションアップにつなが

るような手当支給の仕方が必要な

のではないでしょうか。 

 

 

最も多い転職理由は 

「会社の将来性が不安」 
 

◆３年連続で「会社の将来性が

不安」が最多 
株式会社インテリジェンスか

ら、「転職理由調査（2011 年上期

版）」（転職希望者 16,914 人が回

答）の結果が３月上旬に発表され

ました。 

転職理由として「会社の将来性

が不安」が３年連続で最多となり

ましたが、業種によって転職理由

に特徴があるようです。 

◆転職理由のトップ 10 
全体の転職理由トップ 10 は、

次の通りです。 

（ １ ） 会 社 の 将 来 性 が 不 安

（12.8％） 

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

（２）他にやりたい仕事がある

（11.4％） 

（３）給与に不満がある（8.0％） 

（４）専門知識・技術を習得した

い（5.9％） 

（５）残業が多い・休日が少ない

（5.0％） 

（６）倒産・リストラ・契約期間

満了（4.7％） 

（７）業界の先行きが不安（4.2％） 

（８）幅広い経験・知識を積みた

い（4.1％） 

（９）市場価値を上げたい（2.9％） 

（10）Ｕ・Ｉターンしたい（2.6％） 

◆割合が増えている転職理由

は？ 
前述の通り、トップは３年連続

で「会社の将来性が不安」でした

が、前回調査に比べ 1.9 ポイント

減少しています。 

逆に、「他にやりたい仕事があ

る」「給与に不満がある」「残業が

多い・休日が少ない」「業界の先行

きが不安」と回答した人の割合は

増えています。 

◆業種別に見るとどうか 
業種別に見てみると、「IT・通

信・インターネット」では、「専門

知識・技術を習得したい」が、全

体の平均値を 2.6 ポイント上回る

8.5％でした。また、「幅広い経験

を積みたい」や「市場価値を上げ

たい」なども高い割合の回答率で

す。つまり、他の業種に比べて、

スキルアップを志向する社員の方

が多いようです。  

また、「メーカー」では、「U・I

ターンしたい」が他業種に比べ多

くありました。これは、「都心から

企業における「手当」 

支給の実態 
 

◆厳しい経済状況下における

「手当」の扱い 
みずほ総合研究所から、「社員

の手当」に関するアンケート調査

の結果が発表されました。このア

ンケートでは、厳しい経済状況下

において、多くの企業で「社員の

手当」にシビアになっている様子

がうかがえます。 

この調査は、同社の会員企業に

所属する役職員 24,015 名を対象

に実施され、779 人が回答を行い

ました。 

◆多くの企業に「手当」が存在 
まずは、各手当の存在について

ですが、「自社に制度として存在

する」と回答した人の割合は、次

の通りでした。 

・「通勤手当」…96.8％ 

・「役付手当」…83.2％ 

・「出張手当」…82.7％ 

・「家族手当」…72.1％ 

◆「厳格化・削減等」の割合は？ 
次に、最近３年以内における各

手当の支給条件について尋ねたと

ころ、「厳格化・削減等」を実施し

た割合は次の通りでした。 

・「出張手当」…14.1％ 

・「役付手当」…6.6％ 

・「家族手当」…5.5％ 

・「通勤手当」…5.1％ 

削減の理由としては、上位から、

「経費削減の一環」「社員の処遇

の平等化」「給与への一本化」「賞

与への反映」「支給対象者の増加」

などとなっています 

平成２３年５月号 

 


